
 

 

○高槻市林道管理条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 林道の通行（第４条－第１０条） 

 第３章 林道の占用（第１１条－第１４条） 

 第４章 雑則（第１５条－第１７条） 

 附則 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、林道の管理に関し必要な事項を定めることにより、森林

の健全な育成及び林道の適正な利用を図り、もって林業振興及び林道周辺の

自然環境の保全に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「林道」とは、林道規程（昭和４８年４月１日付け

林野道第１０７号林野庁長官通知）第７条の規定に基づき市長が作成した高

槻市民有林林道台帳に記載した林道をいい、これと一体となった作業道を含

むものとする。 

 （行為の禁止） 

第３条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が

必要と認める場合は、この限りでない。 

 (1) 林道を損傷し、又は汚損する行為 

 (2) 林道及びその周辺に土砂、砂れき、じんかい、竹木、汚物、毒物その他

これらに類するもの（以下「土砂等」という。）を堆積し、又は投棄する

行為 

 (3) 林道において土砂等を運搬する行為 

   第２章 林道の通行 

 （通行許可） 

第４条 林道を通行しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申

請し、その許可（以下「通行許可」という。）を受けなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採等の森林施業のために林道を通行し

ようとするとき。 



 (2) 林道周辺に居住する住民が生活道路として当該林道を通行しようとする

とき。 

 (3) 登山、ハイキング、散策等のレクリエーションのために林道を通行しよ

うとするとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、通行許可を受ける必要がないと市長が認め

るとき。 

 （通行許可の基準等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請に係る林道の通行が次の各号のいずれ

かに該当するときは、通行許可をしてはならない。 

 (1) 林産物の搬出又は森林施業のための林道の通行に支障を来すおそれがあ

るとき。 

 (2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。 

 (3) 林道を通行する者に危険をもたらすおそれがあるとき。 

 (4) 林道の設置目的に反すると認めるとき。 

 (5) 自然環境の保全に支障を来すおそれがあるとき。 

 (6) 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条に規定する

大型自動車又は大型特殊自動車を使用して林道を通行しようとするとき。 

 (7) 林道を通行しようとする者が暴力団（高槻市暴力団排除条例（平成２５

年高槻市条例第３３号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等（同条例第７条に規定する暴力団員等をいう。以下

同じ。）に該当すると認めるとき。 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、林道の通行が不適切であると市長が認める

とき。 

２ 市長は、通行許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。 

 （通行許可の取消し） 

第６条 市長は、通行許可を受けた者（以下「通行者」という。）による林道

の通行が前条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、通行許可を

取り消すことができる。 

 （通行許可に係る事項の変更） 

第７条 通行許可を受けた者は、規則で定める事項を変更しようとするとき

は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 前２条の規定は、前項の許可について準用する。 

 （通行許可の有効期間） 



第８条 通行許可の有効期間は、１年以内とする。 

 （通行許可の更新） 

第９条 通行者は、通行許可の期間が満了した後も引き続き林道を通行しよう

とするときは、当該期間の満了日の７日前までに市長に申請し、通行許可の

更新を受けなければならない。 

 （権利の譲渡等の制限） 

第１０条 通行者は、通行許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は

担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りで

ない。 

   第３章 林道の占用 

 （占用許可） 

第１１条 林道において、次に掲げる行為（以下「占用」という。）をしよう

とする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可（以下「

占用許可」という。）を受けなければならない。ただし、占用許可を受ける

必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。 

 (1) 林道の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設（以下「

工作物等」という。）を設置して林道をその本来の用途以外の用途に使用

する行為 

 (2) 林道の敷地において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為 

 （占用許可の基準等） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請に係る林道の占用が次の各号のいず

れかに該当するときは、占用許可をしてはならない。 

 (1) 第５条第１項第１号及び第３号から第５号までのいずれかに該当すると

き。 

 (2) 林道を占用しようとする者が暴力団又は暴力団員等に該当すると認める

とき。 

 (3) 前２号に規定するもののほか、林道の占用が不適切であると市長が認め

るとき。 

２ 市長は、占用許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。 

 （占用許可の取消し） 

第１３条 市長は、占用許可を受けた者（以下「占用者」という。）による林

道の占用が前条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用許可

を取り消すことができる。 



 （準用） 

第１４条 第７条から第１０条までの規定は、占用許可について準用する。こ

の場合において、第７条第２項中「前２条」とあるのは「第１２条及び第

１３条」と、第８条中「１年」とあるのは「３年（市長が特に必要があると

認める場合は、５年）」と、第９条中「通行者」とあるのは「占用者」と、

「通行しよう」とあるのは「占用しよう」と、「７日」とあるのは「７日（

引き続き占用をしようとする期間が１年以上の場合にあっては、３０日）」

と、第１０条中「通行者」とあるのは「占用者」と読み替えるものとする。 

２ 高槻市特定公共物管理条例（平成１６年高槻市条例第２５号）第８条から

第１０条まで及び第１２条から第１５条までの規定は、林道及びその占用に

ついて準用する。この場合において、同条例第１３条中「各号」とあるのは

「各号（第３号を除く。）」と、同条第１号中「第１０条第１項」とあるの

は「高槻市林道管理条例（平成２７年高槻市条例第４０号）第１４条第２項

において読み替えて準用する第１０条第１項」と、同条第２号及び同条例第

１４条第１項中「前条」とあるのは「高槻市林道管理条例第１４条第２項に

おいて読み替えて準用する前条」と、同条第２項中「前項本文」とあるのは

「高槻市林道管理条例第１４条第２項において読み替えて準用する前項本文

」と、同条例第１５条第１項第１号中「この条例の規定又はこの」とあるの

は「この条例若しくは高槻市林道管理条例の規定又はこれらの」と、同条第

２項中「前項」とあるのは「高槻市林道管理条例第１４条第２項において読

み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。 

   第４章 雑則 

 （届出） 

第１５条 林道に隣接し、又は近接する土地において工作物等を設置しようと

する者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工作物等の設置が第５

条第１項第１号から第３号までのいずれかに該当すると市長が認めた場合に

は、市長が定めるところにより、市長と協議しなければならない。 

 （損害賠償） 

第１６条 林道を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその

損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると

認めるときは、この限りでない。 

 （委任） 



第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２７年８月１日から施行する。 

２ 高槻市特定公共物管理条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「受けないもの」の次に「（高槻市林道管理条例（平成

２７年高槻市条例第４０号）第２条に規定する林道を除く。）」を加える。 

 

 


